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１ 治療と職業生活の両立支援を巡る状況 

（１）疾病を抱える労働者の状況 

   「治療と職業生活の両立等支援対策事業」（平成 25 年度厚生労働省委託事業）における企業

を対象に実施したアンケート調査によれば、疾病を理由として１か月以上連続して休業してい

る従業員がいる企業の割合は、メンタルヘルスが 38％、がんが 21％、脳血管疾患が 12％で

ある。また、「平成 22 年国民生活基礎調査」に基づく推計によれば、仕事を持ちながら、がん

で通院している者の数は、32.5 万人に上っている。 

   さらに、労働安全衛生法に基づく一般健康診断において、脳・心臓疾患につながるリスクの

ある血圧や血中脂質などにおける有所見率は、年々増加を続けており、平成 26 年は 53％に上

るなど、疾病のリスクを抱える労働者は増える傾向にある。1 

   また、これらの疾病の有病率は年齢が上がるほど高くなる状況にあり、高齢化の進行に伴い、

今後は職場においても労働力の高齢化が進むことが見込まれる中で、事業場において疾病を抱

えた労働者の治療と職業生活の両立への対応が必要となる場面はさらに増えることが予想さ

れる。 

（２）疾病を抱える労働者の就業可能性の向上と課題 

   一方、近年の診断技術や治療方法の進歩により、かつては「不治の病」とされていた疾病に

おいても生存率が向上し、「長く付き合う病気」に変化しつつあり2、労働者が病気になったか

らと言って、すぐに離職しなければならないという状況が必ずしも当てはまらなくなってきて

いる。 

   しかしながら、疾病や障害を抱える労働者の中には、仕事上の理由で適切な治療を受けるこ

とができない場合や、疾病に対する労働者自身の不十分な理解や、職場の理解・支援体制不足

により、離職に至ってしまう場合もみられる。 

   例えば、糖尿病患者の約８％が通院を中断しており3、その理由としては「仕事（学業）の

ため、忙しいから」が最も多くなっている。また、連続 1 か月以上の療養を必要とする社員が

出た場合に「ほとんどが病気休職を申請せず退職する」「一部に病気休職を申請せず退職する

者がいる」とした企業は、正社員のメンタルヘルスの不調の場合は 18%、その他の身体疾患

の場合は 15%であり、過去 3 年間で病気休職制度を新規に利用した労働者のうち、38%が復

職せず退職していた4。 

（３）事業場等における現状と課題 

   事業場においては、健康診断に基づく健康管理やメンタルヘルス対策をはじめとして、労働

者の健康確保に向けた様々な取組が行われてきたが、近年では、厳しい経営環境の中でも、労

働者の健康確保や疾病・障害を抱える労働者の活用に関する取組が、健康経営5やワーク・ラ

イフ・バランス、ダイバーシティ推進、といった観点からも推進されている。 

   一方で、治療と職業生活の両立支援の取組状況は事業場によって様々であり、支援方法や産

                                                   
1 厚生労働省「定期健康診断結果調」 
2 例えば「がん」については、国立がん研究センターの集計によれば、５年相対生存率（がんと診断された５年後に生存している割合）
は、1993 年～1996 年の期間と、2003 年～2005 年の期間を比べると、10 年間で 53.2％から 58.6％に上昇するなどの改善がみら
れている。 

3 平成 25 年厚生労働科学研究「患者データベースに基づく糖尿病の新規合併症マーカーの探索と均てん化に関する研究―合併症予防と
受診中断抑止の視点から」 

4 平成 25 年独立行政法人 労働政策研究・研修機構「メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査」 
5 特定非営利活動法人健康経営研究会の定義によれば、健康経営とは「経営者が従業員とコミュニケーションを密に図り、従業員の健
康に配慮した企業を戦略的に創造することによって、組織の健康と健全な経営を維持していくこと」とされている。 
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業保健スタッフ・医療機関との連携について悩む事業場の担当者も少なくない6。 

   こうしたことから、労働者の治療と職業生活の両立支援に取り組む企業に対する支援や医療

機関等における両立支援対策の強化も必要な状況にある。 

 

２ 治療と職業生活の両立支援の位置づけと意義 

（１）事業者による両立支援の取組の位置づけ 

   労働安全衛生法では、事業者による労働者の健康確保対策に関する規定が定められており、

そのための具体的な措置として、健康診断の実施（既往歴、業務歴、自覚症状及び他覚症状の

有無の検査や、血圧等の各種検査の実施）及び医師の意見を勘案し、その必要があると認める

ときは就業上の措置（就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等）

の実施を義務付けるとともに、日常生活面での指導、受診勧奨等を行うよう努めるものとされ

ている。これは、労働者が、業務に従事することによって、疾病（負傷を含む。以下同じ。）

を発症したり、疾病が増悪したりすることを防止するための措置などを事業者に求めているも

のである。 

   また、同法及び労働安全衛生規則では、事業者は、「心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため

病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者」については、その就業を禁止しなけれ

ばならないとされているが、この規定は、その労働者の疾病の種類、程度、これについての産

業医等の意見を勘案してできるだけ配置転換、作業時間の短縮その他の必要な措置を講ずるこ

とによって就業の機会を失わせないようにし、やむを得ない場合に限り禁止する趣旨であり、

種々の条件を十分に考慮して慎重に判断すべきものである。 

   さらに、同法では、事業者は、その就業に当たって、中高年齢者等の特に配慮を必要とする

者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならな

いこととされている。 

   これらを踏まえれば、事業者が疾病を抱える労働者を就労させると判断した場合は、業務に

より疾病が増悪しないよう、治療と職業生活の両立のために必要となる一定の就業上の措置や

治療に対する配慮を行うことは、労働者の健康確保対策等として位置づけられる。 

（２）事業者による両立支援の意義 

   労働者が業務によって疾病を増悪させることなく治療と職業生活の両立を図るための事業

者による取組は、労働者の健康確保という意義とともに、継続的な人材の確保、労働者の安心

感やモチベーションの向上による人材の定着・生産性の向上、健康経営の実現、多様な人材の

活用による組織や事業の活性化、組織としての社会的責任の実現、労働者のワーク・ライフ・

バランスの実現といった意義もあると考えられる。 

（３）ガイドラインの位置づけ 

 ア ガイドラインの内容とねらい 

   本ガイドラインは、治療が必要な疾病を抱える労働者が、業務によって疾病を増悪させるこ

                                                   
6 東京都が平成 26 年に実施した「がん患者の就労等に関する実態調査」によれば、従業員が私傷病になった際、当該従業員の適正配置
や雇用管理等について、89.5%の企業が対応に苦慮したと回答している。また、苦慮した内容は、最も多いものが「病気や治療に関
する見通しが分からない」（60.2％）、次いで「復職可否の判断が難しい」（51.9％）となっている。 
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となどがないよう、事業場において適切な就業上の措置を行いつつ、治療に対する配慮が行わ

れるようにするため、関係者の役割、事業場における環境整備、個別の労働者への支援の進め

方を含めた、事業場における取組をまとめたものである。 

 イ ガイドラインの対象 

   本ガイドラインは主に、事業者、人事労務担当者及び産業医や保健師、看護師等の産業保健

スタッフを対象としているが、労働者本人や、家族、医療機関の関係者などの支援に関わる方

にも活用可能なものである。 

   本ガイドラインが対象とする疾病は、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、その他難病な

ど、反復・継続して治療が必要となる疾病であり、短期で治癒する疾病は対象としていない。 

   また、本ガイドラインはすでに雇用している労働者への対応を念頭に置いているが、治療が

必要な者を新たに採用し、職場で受け入れる際には、本ガイドラインに規定する留意事項、環

境整備及び進め方を参考として取り組むことが可能なものである。 

   さらに、本ガイドラインは、雇用形態に関わらず、全ての労働者を対象とするものである。 

 

３ 治療と職業生活の両立支援を行うに当たっての留意事項 

（１）安全と健康の確保 

   治療と職業生活の両立支援に際しては、就労によって、疾病の増悪、再発や労働災害が生じ

ないよう、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の適切な就

業上の措置や治療に対する配慮を行うことが就業の前提となる。従って、仕事の繁忙等を理由

に必要な就業上の措置や配慮を行わないことがあってはならないこと。 

（２）労働者本人による取組 

   治療と職業生活の両立に当たっては、疾病を抱える労働者本人が、主治医の指示等に基づき、

治療を受けること、服薬すること、適切な生活習慣を守ること等、治療や疾病の増悪防止につ

いて適切に取り組むことが重要であること。 

（３）労働者本人の申出 

   治療と職業生活の両立支援は、私傷病である疾病に関わるものであることから、労働者本人

から支援を求める申出がなされたことを端緒に取り組むことが基本となること。なお、本人か

らの申出が円滑に行われるよう、事業場内ルールの作成と周知、労働者や管理職等に対する研

修による意識啓発、相談窓口や情報の取扱方法の明確化など、申出が行いやすい環境を整備す

ることも重要であること。 

（４）治療と職業生活の両立支援の特徴を踏まえた対応 

   治療と職業生活の両立支援の対象者は、入院や通院、療養のための時間の確保等が必要にな

るだけでなく、疾病の症状や治療の副作用、障害等によって、労働者自身の業務遂行能力が一

時的に低下する場合などがある。このため、育児や介護と仕事の両立支援と異なり、時間的制

約に対する配慮だけでなく、労働者本人の健康状態や業務遂行能力も踏まえた就業上の措置等

が必要となること。 
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（５）個別事例の特性に応じた配慮 

   症状や治療方法などは個人ごとに大きく異なるため、個人ごとに取るべき対応やその時期等

は異なるものであり、個別事例の特性に応じた配慮が必要であること。 

（６）対象者、対応方法の明確化 

   事業場の状況に応じて、事業場内ルールを労使の理解を得て制定するなど、治療と職業生活

の両立支援の対象者、対応方法等を明確にしておくことが必要であること。 

（７）個人情報の保護 

   治療と職業生活の両立支援を行うためには、症状、治療の状況等の疾病に関する情報が必要

となるが、これらの情報は機微な個人情報であることから、労働安全衛生法に基づく健康診断

において把握した場合を除いては、事業者が本人の同意なく取得してはならないこと。 

   また、健康診断又は本人からの申出により事業者が把握した健康情報については、取り扱う

者の範囲や第三者への漏洩の防止も含めた適切な情報管理体制の整備が必要であること。 

（８）両立支援にかかわる関係者間の連携の重要性 

   治療と職業生活の両立支援を行うに当たっては、労働者本人以外にも、以下の関係者が必要

に応じて連携することで、労働者本人の症状や業務内容に応じた、より適切な両立支援の実施

が可能となること。 

  ①事業場の関係者（事業者、人事労務担当者、上司・同僚等、労働組合、産業医、保健師、看

護師等の産業保健スタッフ等） 

  ②医療機関関係者（医師（主治医）、看護師、医療ソーシャルワーカー等） 

  ③地域で事業者や労働者を支援する関係機関・関係者（産業保健総合支援センター、労災病院

に併設する治療就労両立支援センター、保健所（保健師）、社会保険労務士等） 

   また、労働者と直接連絡が取れない場合は、労働者の家族等と連携して、必要な情報の収集

等を行う場合があること。 

   特に、治療と職業生活の両立支援のためには、医療機関との連携が重要であり、本人を通じ

た主治医との情報共有や、労働者の同意のもとでの産業医、保健師、看護師等の産業保健スタ

ッフや人事労務担当者と主治医との連携が必要であること。 

 

４ 両立支援を行うための環境整備（実施前の準備事項） 

  事業場において、治療と職業生活の両立支援を行うための環境整備として取り組むことが望ま

しい事項は以下のとおりである。 

（１）事業者による基本方針等の表明と労働者への周知 

   衛生委員会等で調査審議を行った上で、事業者として、治療と職業生活の両立支援に取り組

むに当たっての基本方針や具体的な対応方法等の事業場内ルールを作成し、全ての労働者に周

知することで、両立支援の必要性や意義を共有し、治療と職業生活の両立を実現しやすい職場

風土を醸成すること。 
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（２）研修等による両立支援に関する意識啓発 

   治療と職業生活の両立支援を円滑に実施するため、当事者やその同僚となり得る全ての労働

者、管理職に対して、治療と職業生活の両立に関する研修等を通じた意識啓発を行うこと。 

（３）相談窓口等の明確化 

治療と職業生活の両立支援は、労働安全衛生法に基づく健康診断において把握した場合を除

いては、労働者からの申出を原則とすることから、労働者が安心して相談・申出を行えるよう、

相談窓口、申出が行われた場合の当該情報の取扱い等を明確にすること。 

（４）両立支援に関する制度・体制等の整備 

 ア 休暇制度、勤務制度の整備 

   治療と職業生活の両立支援においては、短時間の治療が定期的に繰り返される場合、就業時

間に一定の制限が必要な場合、通勤による負担軽減のために出勤時間をずらす必要がある場合

などがあることから、以下のような休暇制度、勤務制度について、各事業場の実情に応じて検

討、導入し、治療のための配慮を行うことが望ましいこと。 

  ①休暇制度 

   【時間単位の年次有給休暇】 

     労働基準法に基づく年次有給休暇は、１日単位で与えることが原則であるが、労使協定

を結べば、１時間単位で与えることが可能（上限は１年で５日分まで）。 

   【傷病休暇・病気休暇】 

     事業者が自主的に設ける法定外の休暇であり、入院治療や通院のために、年次有給休暇

とは別に休暇を付与するもの。取得条件や取得中の処遇（賃金の支払いの有無等）等は事

業場ごとに異なる。 

  ②勤務制度 

   【時差出勤制度】 

     事業者が自主的に設ける勤務制度であり、始業及び終業の時刻を変更することにより、

身体に負担のかかる通勤時間帯を避けて通勤するといった対応が可能となる。 

   【短時間勤務制度】※育児、介護休業法に基づく短時間勤務制度とは別のもの 

     事業者が自主的に設ける勤務制度であり、療養中・療養後の負担を軽減すること等を目

的として、所定労働時間を短縮する制度。 

   【在宅勤務（テレワーク）】 

     事業者が自主的に設ける勤務制度であり、パソコンなどの情報通信機器を活用した場所

にとらわれない柔軟な働き方。自宅で勤務することにより、通勤による身体への負担を軽

減することが可能となる。 

   【試し出勤制度】 

     事業者が自主的に設ける勤務制度であり、長期間にわたり休業していた労働者に対し、

円滑な復職を支援するために、勤務時間や勤務日数を短縮した試し出勤等を行うもの。復

職や治療を受けながら就労することに不安を感じている労働者や、受入れに不安を感じて

いる職場の関係者にとって、試し出勤制度があることで不安を解消し、円滑な就労に向け
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て具体的な準備を行うことが可能となる。 

 イ 労働者から支援を求める申出があった場合の対応手順、関係者の役割の整理 

   労働者から支援を求める申出があった場合に円滑な対応ができるよう、労働者本人、人事労

務担当者、上司・同僚等、産業医や保健師、看護師等の産業保健スタッフ等の関係者の役割と

対応手順をあらかじめ整理しておくことが望ましいこと。 

 ウ 関係者間の円滑な情報共有のための仕組みづくり 

   治療と職業生活の両立のためには、労働者本人を中心に、人事労務担当者、上司・同僚等、

産業医や保健師、看護師等の産業保健スタッフ、主治医等が、本人の同意を得た上で支援のた

めに必要な情報を共有し、連携することが重要である。 

   特に、就業継続の可否、必要な就業上の措置及び治療に対する配慮に関しては、治療の状況

や心身の状態、就業の状況等を踏まえて主治医や産業医等の医師の意見を求め、その意見に基

づいて対応を行う必要がある。このため、医師に労働者の就業状況等に関する情報を適切に提

供するための様式や、就業継続の可否、必要な就業上の措置及び治療に対する配慮について医

師の意見を求めるための様式を定めておくことが望ましいこと。 

 エ 両立支援に関する制度や体制の実効性の確保 

   治療と職業生活の両立支援のための制度や体制を機能させるためには、日頃から全ての労働

者に対して、制度、相談窓口の周知を行うとともに、管理職に対して、労働者からの申出、相

談を受けた際の対応方法や、支援制度・体制について研修等を行うことが望ましいこと。 

 オ 労使等の協力 

   治療と職業生活の両立に関して、制度・体制の整備等の環境整備に向けた検討を行う際には、

衛生委員会等で調査審議するなど、労使や産業保健スタッフが連携し、取り組むことが重要で

あること。 

 

５ 両立支援の進め方 

  治療と職業生活の両立支援は以下の流れで進めることが望ましい。 

 ①両立支援を必要とする労働者が、支援に必要な情報を収集して事業者に提出（以下の（２）を

参照） 

  労働者からの情報が不十分な場合、産業医等又は人事労務担当者等が、労働者の同意を得た上

で主治医から情報収集することも可能（以下の（３）を参照） 

 ②事業者が、産業医等に対して収集した情報を提供し、就業継続の可否、就業上の措置及び治療

に対する配慮に関する産業医等の意見を聴取（以下の（４）を参照） 

 ③事業者が、主治医及び産業医等の意見を勘案し、就業継続の可否を判断（以下の（５）アを参

照） 

 ④事業者が労働者の就業継続が可能と判断した場合、就業上の措置及び治療に対する配慮の内

容・実施時期等を事業者が検討・決定し、実施（以下の（５）イを参照） 

 ⑤事業者が労働者の長期の休業が必要と判断した場合、休業開始前の対応・休業中のフォローア

ップを事業者が行うとともに、主治医や産業医等の意見、本人の意向、復帰予定の部署の意見
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等を総合的に勘案し、職場復帰の可否を事業者が判断した上で、職場復帰後の就業上の措置及

び治療に対する配慮の内容・実施事項等を事業者が検討・決定し、実施（以下の（５）ウを参

照） 

（１）両立支援の検討に必要な情報 

   労働者からの申出に基づき、事業者が治療と職業生活の両立支援を検討するに当たって、参

考となる情報は以下のとおり。 

 ア 症状、治療の状況 

  ・現在の症状 

  ・入院や通院治療の必要性とその期間 

  ・治療の内容、スケジュール 

  ・通勤や業務遂行に影響を及ぼしうる症状や副作用の有無とその内容 

 イ 退院後又は通院治療中の就業継続の可否に関する意見 

 ウ 望ましい就業上の措置に関する意見（避けるべき作業、時間外労働の可否、出張の可否等） 

 エ その他配慮が必要な事項に関する意見（通院時間の確保や休憩場所の確保等） 

（２）両立支援を必要とする労働者からの情報提供 

   治療と職業生活の両立支援の検討は、両立支援を必要とする労働者からの申出から始まる。

労働安全衛生法に基づく健康診断結果に基づいて医療機関を受診し、又は自ら医療機関を受診

する等により、自らが疾病に罹患していることを把握し、主治医等の助言により治療と職業生

活の両立支援が必要と判断した労働者は、両立支援に関する事業場内ルール等に基づいて、支

援に必要な情報を収集して事業者に提出する必要がある。この際、労働者は事業場が定める様

式等を活用して、自らの仕事に関する情報を主治医に提供した上で、事業者が定める様式等を

活用して、主治医から（１）ア～エの情報の提供を受けることが望ましい。また、労働者は、

主治医からの情報収集や、事業者とのやりとりに際して、主治医と連携している医療ソーシャ

ルワーカー、看護師等や、地域の産業保健総合支援センター、保健所等の地域で活動している

保健師、社会保険労務士等の支援を受けることも考えられる。 

   両立支援を必要とする労働者から、事業場の産業保健スタッフや人事労務担当者に相談があ

った場合は、労働者が必要十分な情報を収集できるよう、産業保健スタッフや人事労務担当者

は、事業者が定める勤務情報の提供のための書面の作成支援や、両立支援に関する手続きの説

明を行うなど、必要な支援を行うことが望ましい。 

   なお、労働者による主治医からの情報収集が円滑に行われるよう、事業者は、日頃から、治

療と職業生活の両立支援に関する手続きや、事業場が定める様式について、労働者に周知して

おくことが望ましい。 

（３）治療の状況等に関する必要に応じた主治医からの情報収集 

   主治医から提供された情報が、両立支援の観点から十分でない場合は、産業医若しくは労働

者数が 50 人未満の事業場で労働者の健康管理等を行う医師（以下「産業医等」という。）又は

保健師、看護師等の産業保健スタッフがいる場合には、労働者本人の同意を得た上で、産業医

等や産業保健スタッフが主治医からさらに必要な情報を収集することもできる。これらの者が

いない場合には、労働者本人の同意を得た上で、人事労務担当者等が主治医からさらに必要な
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情報を収集することもできる。 

（４）就業継続の可否、就業上の措置及び治療に対する配慮に関する産業医等の意見聴取 

   事業者は、収集した情報に基づいて就業上の措置等を検討するに当たり、産業医等に対して、

主治医から提供された情報を提供し、就業継続の可否や、就業可能な場合の就業上の措置及び

治療に対する配慮に関する意見（主治医の就業上の措置等に関する意見の確認を含む。）を聴

取することが重要である。 

   産業医等がいない場合は、主治医から提供を受けた情報を参考とする。 

（５）休業措置、就業上の措置及び治療に対する配慮の検討と実施 

 ア 産業医等の意見を踏まえた検討 

   事業者は、主治医や産業医等の意見を勘案し、就業を継続させるか否か、具体的な就業上の

措置や治療に対する配慮の内容及び実施時期などについて検討を行う。その際、就業継続に関

する希望の有無や、就業上の措置及び治療に対する配慮に関する要望について、労働者本人か

ら聴取し、十分な話合いを通じて本人の了解が得られるよう努めることが必要である。 

   なお、検討にあたっては、疾病に罹患していることをもって安易に就業を禁止するのではな

く、主治医や産業医等の意見を勘案してできるだけ配置転換、作業時間の短縮その他の必要な

措置を講ずることによって就業の機会を失わせないようにすることに留意が必要である。 

 イ 入院等による休業を要さない場合の対応 

 （ア）「両立支援プラン」の策定 

    事業者は、労働者が治療をしながら就業の継続が可能であると判断した場合、業務によっ

て疾病が増悪することがないよう就業上の措置等を決定し、実施する必要があるが、その際

必要に応じて、具体的な措置や配慮の内容及びスケジュール等についてまとめた計画（以下

「両立支援プラン」という。）を策定することが望ましい。 

    両立支援プランの作成に当たっては、産業医等や保健師、看護師等の産業保健スタッフ、

主治医と連携するとともに、必要に応じて、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、

看護師等や、地域の産業保健総合支援センター、保健所等の保健師、社会保険労務士等の支

援を受けることも考えられる。 

    また、両立支援プランの作成に当たっては、治療の終了と同時にすぐに通常勤務に復帰で

きるとは限らないことに留意が必要である。 

  【両立支援プランに盛り込むことが望ましい事項】 

      

  

① 治療・投薬等の状況及び今後の治療・通院の予定 

② 就業上の措置及び治療への配慮の具体的内容及び実施時期・期間 

  ・作業の転換（業務内容の変更） 

  ・労働時間の短縮 

  ・就業場所の変更 

  ・治療への配慮内容（定期的な休暇の取得等） 等 

③ フォローアップの方法及びスケジュール（産業医等、保健師、看護師等の産業保健スタッフ、

人事労務担当者等による面談等） 
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 （イ）「両立支援プラン」等に基づく取組の実施とフォローアップ 

   事業者は、両立支援プラン等に基づき、必要な就業上の措置及び治療への配慮を実施する。 

    治療の経過によっては、必要な措置や配慮の内容、時期・期間が変わることも考えられる

ため、適時労働者に状況を確認し、必要に応じて両立支援プラン、就業上の措置及び治療に

対する配慮の内容を見直すことが必要である。 

    なお、両立支援プラン、就業上の措置及び治療に対する配慮の内容の見直しの検討に当た

っては、人事労務管理担当部門や産業保健スタッフ等が組織的な支援を行うことが望ましい。 

 （ウ）周囲の者への対応 

    労働者に対して就業上の措置及び治療に対する配慮を行うことにより、周囲の同僚や上司

等にも一時的に負荷がかかる。そのため、就業上の措置及び治療に対する配慮を実施するた

めに必要な情報に限定した上で、負荷がかかる同僚や上司等には可能な限り情報を開示し理

解を得るとともに過度の負担がかからないようにすること。また、人事労務管理担当部門や

産業保健スタッフ等による組織的な支援を行うことが望ましい。 

 ウ 入院等による休業を要する場合の対応 

 （ア）休業開始前の対応 

    主治医や産業医等の意見を勘案し、労働者が長期に休業する必要があると判断した場合、

事業者は、労働者に対して、休業に関する制度（賃金の取扱い、手続きを含む。）と休業可

能期間、職場復帰の手順等について情報提供を行うとともに、休業申請書類を提出させ、労

働者の休業を開始する。 

    また、治療の見込みが立てやすい疾病の場合は、休業開始の時点で、主治医や産業医等の

専門的な助言を得ながら、休業終了の目安も把握する。 

 （イ）休業期間中のフォローアップ 

    休業期間中は、あらかじめ定めた連絡方法等によって労働者と連絡をとり、労働者の状況

や治療の経過、今後の見込み等について確認するほか、労働者の不安や悩みを相談できる場

を設けたり、活用可能な支援制度について情報提供することも考えられる。労働者は、休業

期間中は、主治医の指示等に基づき、治療を受けること、服薬すること、適切な生活習慣を

守ること等、疾病の治療や回復に専念することが重要である。 

    なお、労働者自身による職場復帰に向けた準備も重要であり、必要に応じて、関連する情

報を事業者から提供することも考えられる。 

 （ウ）職場復帰の可否の判断 

    労働者の疾病が回復した際には、事業者は、以下により職場復帰の可否を判断する。 

   ①労働者本人を通じて、事業場が定めた様式等を活用して職場復帰に関する主治医の意見を

収集する。なお、労働者は、主治医からの意見の収集に際して、主治医と連携している医

療ソーシャルワーカー、看護師等の支援を受けることも考えられる。主治医から提供され

た情報が十分でない場合は、産業医等又は保健師、看護師等の産業保健スタッフがいる場

合には、労働者本人の同意を得た上で、産業医等や産業保健スタッフが主治医からさらに

必要な情報を収集することもできる。これらの者がいない場合には、労働者本人の同意を
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得た上で、人事労務担当者等が主治医からさらに必要な情報を収集することもできる。 

   ②主治医の意見を産業医等に提供し、職場において必要とされる業務遂行能力等を踏まえた

職場復帰の可否に関する意見を聴取する。産業医等がいない場合は、主治医から提供を受

けた情報を参考とする。 

   ③本人の意向を確認する。 

   ④復帰予定の部署の意見を聴取する。 

   ⑤主治医や産業医等の意見、本人の意向、復帰予定の部署の意見等を総合的に勘案し、配置

転換も含めた職場復帰の可否を判断する。 

 （エ）「職場復帰支援プラン」の策定 

    職場復帰が可能であると判断した場合、事業者は、必要に応じて、労働者が職場復帰する

までの計画（「職場復帰支援プラン」）を策定することが望ましい。職場復帰支援プランに盛

り込むことが望ましい事項は、（５）イ（ア）の「両立支援プラン」と同様であるが、「職場

復帰支援プラン」の場合は、職場復帰日についても明示する必要がある。 

    職場復帰支援プランの策定に当たっては、産業医等や保健師、看護師等の産業保健スタッ

フ、主治医と連携するとともに、必要に応じて、主治医と連携している医療ソーシャルワー

カー、看護師等や、地域の産業保健総合支援センター、保健所等の保健師、社会保険労務士

等の支援を受けることも考えられる。 

    また、職場復帰支援プランの作成に当たっては、退院や治療の終了と同時にすぐに通常勤

務に復帰できるとは限らないことに留意が必要である。 

 （オ）「職場復帰支援プラン」等に基づく取組の実施とフォローアップ 

   事業者は、職場復帰支援プラン等に基づき、必要な就業上の措置及び治療への配慮を実施

する。 

    治療の経過によっては、必要な措置や配慮の内容、時期・期間が変わることもあるため、

適時労働者に状況を確認し、必要に応じて職場復帰支援プラン、就業上の措置及び治療に対

する配慮の内容を見直すことが必要である。 

    なお、職場復帰支援プラン、就業上の措置及び治療に対する配慮の内容の見直しの検討に

当たっては、人事労務管理担当部門や産業保健スタッフ等が組織的な支援を行うことが望ま

しい。 

 （カ）周囲の者への対応 

    労働者に対して就業上の措置及び治療に対する配慮を行うことにより、周囲の同僚や上司

等にも一時的に負荷がかかる。そのため、就業上の措置及び治療に対する配慮を実施するた

めに必要な情報に限定した上で、負荷がかかる同僚や上司等には可能な限り情報を開示し理

解を得るとともに過度の負担がかからないようにすること。また、人事労務管理担当部門や

産業保健スタッフ等による組織的な支援を行うことが望ましい。 
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６ 特殊な場合の対応 

（１）治療後の経過が悪い場合の対応 

   労働者の中には、治療後の経過が悪く、病状の悪化により、業務遂行が困難になり、治療と

職業生活の両立が困難になる場合もある。 

   その場合は、労働者の意向も考慮しつつ、主治医や産業医等の医師の意見を求め、治療や症

状の経過に沿って、就業継続の可否について慎重に判断する必要がある。 

   主治医や産業医等の医師が、労働のため病勢が著しく増悪するおそれがあるとして就業継続

は困難であると判断した場合には、事業者は、労働安全衛生法第 68 条に基づき、就業禁止の

措置を取る必要がある。 

（２）障害が残る場合の対応 

   労働者に障害が残ることが判明した場合には、作業転換等の就業上の措置について主治医や

産業医等の医師の意見を求め、その意見を勘案し、十分な話合いを通じて労働者本人の了解が

得られるよう努めた上で、就業上の措置を実施する。 

   期間の限定なく就業上の措置の継続が必要になる場合もあり、その際には、人事労務担当者

や所属長・上司、同僚等の理解・協力が重要である。 

   また、就業上の措置状況について、定期的かつ着実な確認などのフォローが重要である。 

（３）疾病が再発した場合の対応 

   労働者が通常勤務に復帰した後に、同じ疾病が再発した場合の両立支援も重要である。事業

者は、治療と職業生活の両立支援を行うに当たっては、あらかじめ疾病が再発することも念頭

に置き、再発した際には状況に合わせて改めて検討することが重要である。 
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○ 様式例集 

   以下の様式例集は、治療と職業生活の両立支援のための情報のやりとりを行う際の参考とな

るよう、あくまでも一例として示すものである。 

   それぞれの事業場で実際に様式を作成する際には、事業場内で十分に検討し、本様式例集を

必要に応じて加除修正するなどにより、事業場の実態に合った様式を作成することが重要であ

る。 

  ・ 勤務情報を主治医に提供する際の様式例 

  ・ 治療の状況や就業継続の可否等について主治医の意見を求める際の様式例 

  ・ 職場復帰の可否等について主治医の意見を求める際の様式例 

  ・ 両立支援プラン／職場復帰支援プランの作成例 
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勤務情報を主治医に提供する際の様式例 

 

 （主治医所属・氏名） 先生 

  今後の就業継続の可否、業務の内容について職場で配慮したほうがよいことなどについて、先

生にご意見をいただくための従業員の勤務に関する情報です。 

  どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

従業員氏名  生年月日    年   月   日 

住所   
 

職  種 ※事務職、自動車の運転手、建設作業員など 

職務内容 

 （作業場所・作業内容） 

 

 

 

□体を使う作業（重作業） □体を使う作業（軽作業） □長時間立位 

□暑熱場所での作業    □寒冷場所での作業    □高所作業 

□車の運転        □機械の運転・操作    □対人業務 

□遠隔地出張（国内）   □海外出張        □単身赴任 

勤務形態 □常昼勤務 □二交替勤務 □三交替勤務 □その他（       ） 

勤務時間 

  時  分 ～  時  分（休憩  時間。週  日間。） 

（時間外・休日労働の状況：                    ） 

（国内・海外出張の状況：                     ） 

通勤方法 

通勤時間 

□徒歩 □公共交通機関（着座可能） □公共交通機関（着座不可能） 

□自動車 □その他（        ） 

通勤時間：（            ）分 

休業可能期間 
   年  月  日まで（   日間） 

（給与支給 □有り □無し 傷病手当金●％ ） 

有給休暇日数 残   日間 

その他 

特記事項 

 

 

利用可能な 

制度 

□時間単位の年次有給休暇 □傷病休暇・病気休暇 □時差出勤制度 

□短時間勤務制度 □在宅勤務（テレワーク） □試し出勤制度 

□その他（              ） 

 

上記内容を確認しました。 

 平成   年  月  日   （本人署名）                

 

平成   年  月  日   （会社名）                 
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治療の状況や就業継続の可否等について主治医の意見を求める際の様式例 

（診断書と兼用） 

 

 

上記のとおり、診断し、就業継続の可否等に関する意見を提出します。 

  平成   年  月  日   （主治医署名）                   

 (注)この様式は、患者が病状を悪化させることなく治療と就労を両立できるよう、職場での対応を検討するために使用

するものです。この書類は、患者本人から会社に提供され、プライバシーに十分配慮して管理されます。 

患者氏名  生年月日    年   月   日 

住所   

病名   

現在の症状 

（通勤や業務遂行に影響を及ぼし得る症状や薬の副作用等） 

 

治療の予定 

（入院治療・通院治療の必要性、今後のスケジュール（半年間、月 1 回の通院が必要、等）） 

 

退院後／治療中

の就業継続 

の可否 

□可     （職務の健康への悪影響は見込まれない） 

□条件付きで可（就業上の措置があれば可能） 

□現時点で不可（療養の継続が望ましい） 

業務の内容につい

て職場で配慮した

ほうがよいこと 

（望ましい就業上

の措置） 

例：重いものを持たない、暑い場所での作業は避ける、車の運転は不可、残業を避ける、長期の出張や

海外出張は避ける など 

注）提供された勤務情報を踏まえて、医学的見地から必要と考えられる配慮等の記載をお願いし

ます。 

その他配慮事項 

例：通院時間を確保する、休憩場所を確保する など 

注）治療のために必要と考えられる配慮等の記載をお願いします。 

上記の措置期間      年   月   日 ～     年    月    日 

上記内容を確認しました。 

 平成   年  月  日   （本人署名）                
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職場復帰の可否等について主治医の意見を求める際の様式例 

 

患者氏名  生年月日    年   月   日 

住所   
 

復職に関する 

意見 

□ 復職可 □ 条件付き可 □ 現時点で不可（休業：～  年 月 日） 

意見 

 

 

業務の内容につ

いて職場で配慮

したほうがよい

こと 

（望ましい就業

上の措置） 

例：重いものを持たない、暑い場所での作業は避ける、車の運転は不可、残業を避ける、長期の出張や

海外出張は避ける など 

注）提供された勤務情報を踏まえて、医学的見地から必要と考えられる配慮等の記載をお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他配慮事項 

例：通院時間を確保する、休憩場所を確保する など 

注）治療のために必要と考えられる配慮等の記載をお願いします。 

 

上記の措置期間      年   月   日 ～     年    月    日 
 

上記内容を確認しました。 

 平成   年  月  日   （本人署名）                

 上記のとおり、職場復帰の可否等に関する意見を提出します。 

  平成   年  月  日   （主治医署名）                   

 
(注)この様式は、患者が病状を悪化させることなく治療と就労を両立できるよう、職場での対応を検討するために使用す

るものです。この書類は、患者本人から会社に提供され、プライバシーに十分配慮して管理されます。 
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両立支援プラン／職場復帰支援プランの作成例 

 

作成日：     年   月   日 

従業員 

氏名 
 

生年月日 性別 

 年  月  日 男・女 

所属  従業員番号  

治療・投薬

等の状況、

今後の予定 

・入院による手術済み。 

・今後１か月間、平日 5 日間の通院治療が必要。 

・その後薬物療法による治療の予定。週 1 回の通院１か月、その後月 1 回の通院

に移行予定。 

・治療期間を通し副作用として疲れやすさや免疫力の低下等の症状が予想される。 

※職場復帰支援プランの場合は、職場復帰日についても記載 

期間 勤務時間 就業上の措置・治療への配慮等 （参考）治療等の予定 

（記載例） 

１か月目 

10：00 

～ 

15：00 

（1 時間休憩） 

短時間勤務 

毎日の通院配慮要 

残業・深夜勤務・遠隔地出張禁止 

作業転換 

平日毎日通院・放射線治療 

（症状：疲れやすさ、免疫力の低下等） 

２か月目 

10：00 

～ 

17：00 

（1 時間休憩） 

短時間勤務 

通院日の時間単位の休暇取得に配慮 

残業・深夜勤務・遠隔地出張禁止 

作業転換 

週 1 回通院・薬物療法 

（症状：疲れやすさ、免疫力の低下等） 

３か月目 

9：00 

～ 

17：30 

（1 時間休憩） 

通常勤務に復帰 

残業１日当たり１時間まで可 

深夜勤務・遠隔地出張禁止 

作業転換 

月 1 回通院・薬物療法 

（症状：疲れやすさ、免疫力の低下等） 

業務内容 
・治療期間中は負荷軽減のため作業転換を行い、製品の運搬・配達業務から部署内

の●●業務に変更する。 

その他 

就業上の 

配慮事項 

・副作用により疲れやすくなることが見込まれるため、体調に応じて、適時休憩を

認める。 

その他 

・治療開始後は、２週間ごとに産業医・本人・総務担当で面談を行い、必要に応じ

てプランの見直しを行う。（面談予定日：●月●日●～●時） 

・労働者においては、通院・服薬を継続し、自己中断をしないこと。また、体調の

変化に留意し、体調不良の訴えは上司に伝達のこと。 

・上司においては、本人からの訴えや労働者の体調等について気になる点があれば

すみやかに総務担当まで連絡のこと。 



 

18 

 

 

○ 治療と職業生活の両立に関する支援制度・機関 

   治療と職業生活の両立について、労働者や事業者が利用できる主な支援制度及び支援機関の

一覧である。 

 １ 労働者が利用できる支援制度・機関 

 （１）利用可能な支援制度 

類型 制度 概要（両立支援と関連する部分） 

医療費 

高額療養費 

制度 

申請窓口 公的医療保険の担当窓口 

支援対象者 公的医療保険の被保険者・被扶養者 

支援内容 

同一月に支払った医療費の自己負担額が一定金額（自己負担

限度額）を超えた場合に、超過分が後で払い戻される制度。

自己負担限度額は被保険者の年齢・所得状況により設定され

ている。診療月から払い戻しまでは通常、3 か月以上かかる。 

限度額適用 

認定証 

申請窓口 公的医療保険の担当窓口 

支援対象者 公的医療保険の被保険者・被扶養者で 70 歳未満の者 

支援内容 

事前に発行された本認定証を医療機関等に提示することで、

高額療養費制度を利用する場合に、1 か月間の窓口での支払

いが自己負担限度額以内に抑えられる。 

高額療養費 

貸付制度 

申請窓口 公的医療保険の担当窓口 

支援対象者 公的医療保険の被保険者・被扶養者 

支援内容 

同一月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を

超えた場合に、当座の支払いに充てる資金として、高額療養

費支給見込額の 8 割相当の貸付を無利子で受けられる。 

高額医療・ 

高額介護 

合算療養費 

制度 

申請窓口 公的医療保険の担当窓口 

支援対象者 
公的医療保険の被保険者・被扶養者で 1 年間に医療保険・

介護保険の両方で自己負担があった者 

支援内容 
医療保険・介護保険の自己負担額の合算が基準額を超えた場

合、超過分の払い戻しを受けられる。 

確定申告 

による 

医療費控除 

申請窓口 所轄税務署の担当窓口 

支援対象者 確定申告を行った納税者 

支援内容 
同一年に自身または配偶者・その他親族のために支払った医

療費のうち、一定金額分の所得控除を受けられる。 

難病（小児

慢性特定疾

病）の患者

に対する医

療費助成制

度 

申請窓口 地方公共団体の担当窓口 

支援対象者 
国が指定した難病（小児慢性特定疾病）の患者のうち一定の

基準を満たす者 

支援内容 

自己負担割合を軽減し、また同一月に支払った医療費の自己

負担額が一定金額（自己負担限度額）を超えた医療費の助成

を受けられる。 

肝炎患者（B

型・C 型）

に対する医

療費助成制

度 

申請窓口 居住する都道府県の担当窓口 

支援対象者 B 型・C 型ウイルス性肝炎患者 

支援内容 自己負担割合を軽減し、また同一月に支払った医療費の自己

負担額が一定金額（自己負担限度額）を超えた医療費の助成

を受けられる。 

 



 

19 

 

自立支援医

療制度 

申請窓口 居住する市区町村の担当窓口 

支援対象者 身体に障害を有する者（18 歳以上の場合は、身体障害者手

帳が必要）・精神疾患のために継続的な通院による医療を必

要とする者 

支援内容 

心身の障害の軽減のための医療について、自立支援医療受給

者証を指定自立支援医療機関に提示することにより、所得等

に応じて、自己負担額の軽減措置が受けられる。 

生活 

支援 

 

 

傷病手当金 

申請窓口 協会けんぽ、健康保険組合担当窓口 

支援対象者 

協会けんぽ、健康保険組合の被保険者で、傷病のために会社

を休み、事業主から十分な報酬を得られない者（ただし任意

継続の被保険者は対象外） 

支援内容 

以下の 4 条件すべてに該当した場合に、最長 1 年 6 か月の

間、1 日当たり被保険者の標準報酬日額の 3 分の 2 相当額

の支払いを受けられる。 

(1)業務外の事由による傷病の療養のための休業である。 

(2)就業が不可能である。 

(3)連続する 3 日間を含み 4 日以上就業できなかった。 

(4)休業期間について給与の支払いがない（支払額が傷病手

当金の額より少ない場合は差額の支給を受けられる）。 

生活福祉資 

金貸付制度 

申請窓口 居住する市区町村の社会福祉協議会 

支援対象者 

(1)必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯（市町

村民税非課税程度）。（低所得者世帯） 

(2)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けた者、その他現に障害者総合支援法によるサ

ービスを利用している等これと同程度と認められる者

の属する世帯。（障害者世帯） 

(3)65 歳以上の高齢者の属する世帯。（高齢者世帯） 

支援内容 
無利子または低金利で、生活再建に必要な生活費等の貸付を

受けられる。 

介護保険 

制度 

申請窓口 住所のある市区町村の介護保険担当窓口 

支援対象者 要介護認定等を受けた者 

支援内容 
要介護認定等を受けた者の必要に応じて、原則１割または２

割の自己負担により、介護サービスを受けることができる。 

障害基礎 

年金 

申請窓口 年金事務所 

支援対象者 
国民年金法施行令別表の障害等級表 1 級または 2 級に該当

する者 

支援内容 
認定された障害の等級に応じて、一定額の年金を受給でき

る。 

障害厚生 

年金 

申請窓口 年金事務所 

支援対象者 

国民年金法施行令別表の障害等級表 1 級または 2 級、厚生

年金法施行令別表第 1 の 3 級のいずれかに該当する者で、

厚生年金の被保険者である期間に、障害の原因となった傷病

の初診日がある者 

支援内容 
認定された障害の等級に応じて、一定額の年金を受給でき

る。なお、障害基礎年金と並行しての受給が可能である。 

障害手当金 

申請窓口 年金事務所 

支援対象者 

厚生年金の被保険者である期間に、障害の原因となった傷病

の初診日があり、認定された障害の等級が障害厚生年金の受

給対象外である者 
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支援内容 
傷病が治った（障害が固定した）場合で、労働について何ら

かの制限のある場合に、一時金を受給できる。 

身体障害者 

手帳 

申請窓口 居住する市区町村の障害福祉担当窓口 

支援対象者 
身体障害者福祉法別表に定める障害の状態にあると認めら

れた者 

支援内容 

各自治体が認定基準に該当すると認めた場合に、手帳が交付

される。手帳が交付されると、障害の程度に応じて障害福祉

サービス等が受けられるほか、公共料金、交通機関の旅客運

賃、公共施設の利用料金の割引、各種税の減免等のサービス

を受けることができる。 

精神障害者

保健福祉手

帳 

申請窓口 居住する市区町村の障害福祉担当窓口 

支援対象者 精神保健福法施行令に定める１級～３級の精神障害の状態

にあると認められた者 

支援内容 各自治体が認定基準に該当する認めた場合に、手帳が交付さ

れる。手帳が交付されると、公共施設の利用料金の割引等の

サービスを受けることができる。 

障害福祉サ

ービス 

申請窓口 居住する市区町村の障害福祉担当窓口 

支援対象者 身体障害者、知的障害者、精神障害者又は難病等対象者 

支援内容 
障害支援区分等に応じて、介護や訓練等の支援を受けられ

る。費用の自己負担は世帯の負担能力に応じた額となる。 

 （２）利用可能な支援機関 

類型 名称 概要（両立支援と関連する部分） 

医療機関 がん診療連携

拠点病院等 

がん医療の均てん化等を目的に整備が進められてきた病院（平成 27

年４月現在で全国 422 か所）であり、院内のがん相談支援センター

において、がん患者の仕事に関する相談支援を行い、必要に応じて社

会保険労務士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント等の就労

の専門家による相談への対応を行う。 

労災病院の治

療就労両立支

援センター 

がん、糖尿病、脳卒中（リハ）、メンタルヘルスの４分野について、

休業からの職場復帰や治療と就労の両立支援のモデル事業を実施し、

事例を集積し、医療機関向けのマニュアルの作成・普及を行う。 

就業支援 ハローワーク がん診療連携拠点病院等と連携してがん患者等の就労支援を行う「が

ん患者等に対する就職支援モデル事業」を実施しており、専門相談員

を配置して、ハローワークでの職業相談のほか、がん診療連携拠点病

院等において出張相談を行っている（平成 27 年 12 月現在で全国 16

か所で実施）。 

また、個々の患者の希望や状態に応じた職業紹介のほか、企業に対す

る求人条件の緩和指導、患者の就職後の職場定着の支援も行ってい

る。 

さらに、ハローワークに「難病患者就職サポーター」を配置し、難病

相談・支援センターと連携しながら、就職を希望する難病患者に対す

る症状の特性を踏まえたきめ細やかな就労支援や、在職中に難病を発

症した患者の雇用継続等の総合的な支援を行っている（平成 27 年全

国 47 か所で実施）。 

精神保健福祉

センター 

精神保健福祉に関する相談指導、知識の普及等を行っているほか、ア

ルコール関連問題に関する相談指導、心の健康づくり等の事業を実施

している。 
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２ 事業者が利用できる支援制度・支援機関 

 （１）利用可能な支援制度 

制度 概要（両立支援と関連する部分） 

職場定着支援助成金（個

別企業助成コース） 

【雇用管理制度助成】 

健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む事業主が、新たに雇用管理制

度（治療と職業生活の両立に関する管理者向けの研修制度や、人間ドッ

ク、生活習慣病予防検診等の従業員の健康づくりのための制度等）の導

入・実施を行った場合に制度導入助成（1 制度につき 10 万円）を、雇用

管理制度の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に目

標達成助成（60 万円）を支給する。 

職場定着支援助成金（中

小企業団体助成コース） 

健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業を構成員とする事業

協同組合等が、傘下の中小企業の人材確保や従業員の職場定着を支援す

るために中小企業労働環境向上事業を行った場合に要した費用の一部を

助成する。 

障害者職場復帰支援助

成金 

事故や難病の発症等による中途障害等により、長期の休職を余儀なくさ

れた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を実施し、

その雇用を継続した事業主に対して、所定の支給額を助成する。 

※詳細は下記 URL をご参照下さい。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081479.html 

 （２）利用可能な支援機関 

機関 概要 

産業保健総合支援セン

ター 

（地域産業保健センタ

ーを含む） 

産業医、産業看護職、衛生管理者等産業保健スタッフに対して、専門的

研修の実施、専門的相談への対応等を無料で提供する。 

また、労働者数 50 人未満の小規模事業場の事業者や労働者に対して、

長時間労働者に対する面接指導の実施、労働者の健康管理に係る相談、

個別訪問による産業保健指導の実施等を無料で提供する。 

ハローワーク がん診療連携拠点病院等と連携してがん患者等の就労支援を行う「がん

患者等に対する就職支援モデル事業」を実施しており、専門相談員を配

置して、ハローワークでの職業相談のほか、がん診療連携拠点病院等に

おいて出張相談を行っている（平成 27 年 12 月現在で全国 16 か所で実

施）。 

また、個々の患者の希望や状態に応じた職業紹介のほか、企業に対する

求人条件の緩和指導、患者の就職後の職場定着の支援も行っている。 

さらに、ハローワークに「難病患者就職サポーター」を配置し、難病相

談・支援センターと連携しながら、就職を希望する難病患者に対する症

状の特性を踏まえたきめ細やかな就労支援や、在職中に難病を発症した

患者の雇用継続等の総合的な支援を行っている（平成 27 年全国 47 か所

で実施）。  

（参考） 

 「難病のある人の就労支援のために」（2011 年４月独立行政法人高齢・

障害者雇用支援機構 障害者職業総合センター） 
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○ がんに関する留意事項 

   以下は、がんに罹患した労働者に対して治療と職業生活の両立支援を行うにあたって、ガイ

ドラインの内容に加えて、特に留意すべき事項をまとめたものである。 

 

 １ がんに関する基礎情報 

 （１）がん罹患者数と 5年生存率 

    日本人を対象としたがんに対するイメージに関する調査7によれば、多くの人ががんは稀

な病気だと考えているが、実際は、生涯のうちに、日本人の約２人に１人ががんに罹患する

と推計8されている。また、国立がん研究センターの推計では、年間約 85 万人が新たにがん

と診断されており、このうち約 3 割が就労世代（20～64 歳）である（図１）。 
 

＜図１ 性別・年齢階級別がん罹患者数（2011 年推計値）＞ 

 
          ※出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」 

         ※2011 年推計値 

 一方で、同調査によれば、多くの人ががん患者の生存率を現実よりも低く見積もっている

が、実際は、がん医療の進歩等により、がん患者の生存率は向上してきており、2003 年～

2005 年の間にがんと診断された人の約６割は、５年後も生存している状況にある（図２）。 

＜図２ がん患者の 5 年相対生存率の推移＞ 

 
           ※出典：全国がん罹患モニタリング集計 2003-2005 年生存率報告（独立行政法人国立がん研究センターがん

対策情報センター, 2013）独立行政法人国立がん研究センターがん研究開発費「地域がん登録精度向上と活

用に関する研究」平成 22 年度報告書      
                                                   
7 Takahashi M, Kai I, Muto T : Discrepancies Between Public Perceptions and Epidemiological Facts Regarding Cancer 

Prognosis and Incidence in Japan: An Internet Survey. Jpn J Clin Oncol 42:919-926, 2012 
8 国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

男性 女性 

53.2 
54.3 

56.9 
58.6 

45.0

50.0

55.0

60.0

1993-1996年診断 1997-1999年診断 2000-2002年診断 2003-2005年診断 

（人） 

（％） 



 

23 

 

生存率の向上等に伴い、がんを抱えながら仕事を続けている労働者も多く、平成 22 年国

民生活基礎調査に基づく推計によれば、悪性新生物の治療のため、仕事を持ちながら通院し

ている者は約 32.5 万人いるとされている（図３）。 

＜図３ 仕事を持ちながらがんで通院している者＞ 

 

 （２）入院日数の短縮化と通院治療へのシフト 

    近年の主ながん種の平均入院日数は短くなりつつある一方、外来患者数が増えており、通

院しながら治療を受ける患者が増えている（図４、５）。 

    それとともに、治療の副作用や症状等をコントロールしつつ、通院で治療を受けながら仕

事を続けている場合が増えてきている。 

＜図４ 在院日数の推移＞ ＜図５ 入院患者・外来患者数の推移＞ 

  
※悪性新生物（がん）の退院患者における平均

在院日数（病院・一般診療所）（平成 26 年患

者調査より作成） 

※悪性新生物（がん）の入院患者・外来患者数（平成 26 年

患者調査より作成） 

 （３）主ながん治療（３大治療） 

    がん治療においては、がんの種類や進行度に応じて、手術（外科治療）、化学療法（抗が

ん剤治療）、放射線治療等の様々な治療を組み合わせる「集学的治療」が基本となっている。

これらの３大治療のほかにも、ホルモン療法や分子標的薬などがあり、手術終了後もほかの

治療が続くことも少なくないため、「手術が終われば治療終了」とは限らない。 

    なお、がんの種類や進行度等に応じて、標準治療と呼ばれる、治療ガイドラインに基づく
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一般的な治療法が定められているものの、それがあてはまらない患者も多く、治療内容と治

療に要する期間は個別に確認することが必要である。 

 

＜がん治療の特徴（３大治療）＞ 

手術 

（外科治療） 

・手術では、がん組織や周りのリンパ節を取り除く。 

・また、取り除いた臓器や器官の再建（臓器などを取り除くことによって、

損なわれた体の機能や外観を元の状態に近づけるための手術）などの処置

が行われる。 

化学療法 

（抗がん剤治療） 

・細胞の増殖を防ぐ抗がん剤を用いた治療法で、がんがふえるのを抑えたり、

成長を遅らせたり、転移や再発を防いだり、小さながんで転移しているか

もしれないところを治療するためなどに用いられる。 

・手術治療や放射線治療が、がんに対しての局所的な治療であるのに対し、

化学療法（抗がん剤治療）は、より広い範囲に治療の効果が及ぶことを期

待できる。このため、転移のあるとき、転移の可能性があるとき、転移を

予防するとき、血液・リンパのがんのように広い範囲に治療を行う必要の

あるときなどに行われる。 

・化学療法（抗がん剤治療）には主に、錠剤やカプセルなどの「のみ薬」に

よる方法と、「点滴や注射などで血管（静脈）に直接抗がん剤を注入する方

法」がある。 

・実際の治療の方法は、がんの種類、広がり、病期、ほかに行う治療や病状

などを考慮して検討される。特に注射や点滴による化学療法の場合、“治療

の日”と“治療を行わない日”を組み合わせた 1～2 週間程度の周期を設定し

て治療を行う。この周期になる期間を「1 コース」「1 クール」などの単位

で数え、一連の治療として数回繰り返して行われるのが一般的である。途

中で効果や副作用の様子を見ながら継続する。 

・近年では、抗がん剤の進歩や、副作用として起こる症状を緩和したり、副

作用に対する治療（支持療法）が進歩してきたことから、1 コース目だけ

入院して、2 コース目以降は外来で化学療法を行ったり、はじめから入院

しないで外来で化学療法を行うことが多くなっている。 

放射線治療 ・放射線は、細胞が分裂してふえるときに必要な遺伝子に作用して、細胞が

ふえないようにしたり、細胞が新しい細胞に置き換わるときに脱落する仕

組みを促すことで、がん細胞を消滅させたり、少なくしたりする。放射線

治療はこのような作用を利用してがんを治療する。 

・放射線治療は、がんを治すことを目的として単独で行われることもあるが、

化学療法（抗がん剤治療）や手術などのほかの治療と併用して行われるこ

ともある。 

・放射線治療は、体の外から放射線を当てる「外部照射」と、体の内側から、

がんやその周囲に放射線を当てる「内部照射」に分けられる。両者を組み

合わせて行うこともある。 

・外部照射を通院で実施する場合、全体の予定は治療計画によって異なるが、

多くの場合、１週間に５日の治療を数週間にわたって行う。一般的な治療

に要する時間は、治療室に入ってから出てくるまで 10～20 分程度で、実

際に放射線が照射されている時間は数分である。 

※出典：国立がん研究センターがん情報サービス「患者必携 がんになったら手にとるガイド 普及新版」 
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２ 両立支援に当たっての留意事項 

    がんの種類や進行度が同じであっても、がん治療や治療に伴う症状等は労働者によって

様々であり、両立支援に当たっては、特に個別性に配慮した対応が必要とされる。 

 （１）がん治療の特徴を踏まえた対応 

    治療や経過観察は長期にわたるとともに、治療に伴い予期せぬ副作用等が出現し、治療の

内容やスケジュールの見直しがなされることがある等のことから、経過によって就業上の措

置や治療への配慮の内容を変更する必要があることに留意が必要である。 

    労働者は、就業上の措置及び治療に対する配慮の検討・実施とフォローアップを受けるこ

とが出来るよう以下の点に留意して、事業者に対して必要な情報を提供することが望ましい。 

  ア 手術 

   ・ 手術を受ける場合には、労働者が主治医に対して入院期間、手術後に出やすい合併症や

制限すべき動作などについて確認し、必要に応じてそれらの情報を事業者に提供すること

が望ましい。これらの情報は、手術を行う前に得ることが可能であり、職場復帰までのお

およその期間を見積もることができる。 

   ・ ただし、手術後の経過や合併症などには個人差があり、実際の状況は手術前と異なる可

能性もあるため、合併症や制限すべき動作、療養が必要な期間等について、労働者が主治

医に対して退院時等に再度確認し、必要に応じてそれらの情報を事業者に提供することが

望ましい。 

  イ 化学療法（抗がん剤治療） 

   ・ 化学療法（抗がん剤治療）を受ける場合には、労働者が主治医に対して入院の要否や治

療期間、出やすい副作用及びその内容・程度について確認し、必要に応じてそれらの情報

を事業者に提供することが望ましい。化学療法（抗がん剤治療）では、治療を 1～2 週間

程度の周期で行うため、その副作用によって周期的に体調の変化を認めることがあり、と

りわけ倦怠感や免疫力が低下する状態が問題となるが、薬剤の種類や組み合わせごとに、

いつごろどのような症状が現れやすいか推測可能である。 

   ・ 化学療法（抗がん剤治療）を受けながら就労継続する場合は、労働者が主治医に対して

出やすい副作用及びその内容・程度、治療スケジュールの変更の有無などを必要に応じて

確認し、それらの情報を事業者に提供することが望ましい。 

  ウ 放射線治療 

   ・ 通院しながら放射線治療を受ける場合、基本的に毎日（月～金、数週間）照射を受ける

ことが多いため、労働者が主治医に対して治療スケジュールを確認し、必要に応じてそれ

らの情報を事業者に提供することが望ましい。 

・ 治療中は、頻回の通院による疲労に加えて治療による倦怠感等が出現することがあるが、

症状の程度には個人差が大きいため、労働者から事業者に対してあらかじめその旨を伝達

するとともに、事業者は、労働者から体調が悪い旨の申出があった場合は柔軟に対応する

ことが望ましい。 
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 （２）メンタルヘルス面への配慮 

    がんと診断された者の多くは一時的に大きな精神的衝撃を受け、多くの場合は数週間で回

復するが、がんの診断が主要因となってメンタルヘルス不調に陥る場合もある（図６）。 

    そのため、がんと診断された労働者のメンタルヘルス不調等の状態を把握し、治療の継続

や就業に影響があると考えられる場合には、産業医や保健師、看護師等の産業保健スタッフ

等と連携するなどして、適切な配慮を行うことが望ましい。 

＜図６ がんによるストレスへの心の反応＞ 

 

              ※出典：国立がん研究センターがん情報サービス「患者必携 がんになったら手にとるガ

イド 普及新版」 

    なお、がんと診断された者の中には、精神的な動揺や不安から早まって退職を選択する場

合があることにも留意が必要である。 

 （３）がんに対する不正確な理解・知識に伴う問題への対応 

    がんは慢性病に変化しつつあるとはいえ、周囲が「不治の病」というイメージを持つこと

もある。治療と職業生活の両立のためには、就業上の措置及び治療に対する配慮を実施する

ために必要な情報に限定した上で、同僚や上司等には可能な限り情報を開示し理解を得るこ

とが望ましい。 

 




